
たが，H10年版より，上学年に進むほど，授業時数が削
減されている現状が今回も継続した。時間数が減少した
図画工作科において 1年ごとの目標や内容を達成するこ
とが困難になることもあり，2学年ごとの表記へと変更
された。図画工作科の授業時数が減少されたのは，図画
工作科の問題ではなく，学校教育全体における時間数の
取り合いの結果であると考える。特に「総合的な学習の
時間」が全ての小・中・高等学校に導入され，週 3時間
の時数を捻出しなければならない状況と「学校完全週 5

日制」（2002年から実施）において，図画工作科や音楽
科を中心として削減されることになった。H10版の大き
な特徴は平成 8年中央教育審議会の「21世紀を展望した
我が国の教育の在り方について」において「生きる力」
が提言されたことである。「ゆとり教育」と揶揄される
時代の学習指導要領であるが，「基礎・基本の充実」と「自
ら学び，自ら考える力」を重視した改訂であった。

2．近年の学習指導要領図画工作科における目標の記載
について

　H元版，H10版，H20版の三者では学習指導要領におけ
る目標の記述方法と内容においてコンセプトが大きく異
なる。例として過去 3回（H元～H20版）分の学年別目標
（関心・意欲・態度に関するもの）の表記の仕方を【表 2】

1）に示す。
　【表 2】にあるようにH元版は，それ以前の学習指導要
領では各学年で記載されていた目標を 2学年分まとめて
記述したため内容が盛りだくさんになっている。例とし

Ⅰ．はじめに

　平成29年 3月31日に学習指導要領が改訂された。改訂
作業中に，図画工作科の授業時数の削減といった喫緊の
課題は聞こえてこなかったが，既に教育の世界，特に学
校教育に関してはエビデンスを基礎とした各教科の存在
意義が問われる事態となっている。本論文では，近年の
そうした教育全体の影響を受けて，学習指導要領の図画
工作科に関する目標・内容がどのように変化しているの
かを，平成10年度と平成20年度の学習指導要領における
図画工作科に関する記述方法と内容の変化を「構造化」
という視点から考察し，新学習指導要領時代における図
画工作科教育のあるべき姿を検討するものである。

Ⅱ．学習指導要領図画工作科の構造

1．近年の学習指導要領図画工作科の概要

　図画工作科では平成29年度改訂の学習指導要領（以後，
H29版）において，前の平成20年度（以後，H20版）と
授業時数の変化はない。これは平成10年度（以後，H10版）
から同様である。（【表 1】参照）H20版の大きな特徴は【共
通事項】と呼ばれる「表現と鑑賞の両方において共通に
働く資質・能力」が付記されたことであった。教科の目
標と内容が 2学年ごとの記述となっているが，教科の目
標については平成元年度（以後，H元版）からの試みで，
内容についてはH10版から 2学年ごとの表記となった。
　H元版までは授業時数がおよそ週 2時間確保されてい
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筆者が本論文で使用する「構造化」とは「各学年段階を
通じて，記載内容や表記の方法，文末表現などに順序性
や統一感のあるもの」と考えている。【表 2】の下線部
で表すように最初の文節では各学年において「どのよう
な態度を育てる」のかを記載している。それぞれの学年
に応じた「関心・意欲・態度」に関わる用語として低・
中学年で「進んで」8）という表現が，高学年では「創造
的に」9）というものに変わる。また低学年では「表した
り見たり」10）という表現が，中・高学年では「表現した
り鑑賞したり」11）と変わる。この文節や記載内容が発達
段階に応じた変化をする構造は，H元，H10版には全く
見られないものである。

て「材料」という言葉で始まる文節であっても，第 1 . 2

学年では「材料をもとにした造形活動の楽しさを味わい」
2）と造形活動の楽しさを味わうことの記載に対して，第
3 . 4学年では「材料から豊かな発想をしそれを生かす体
験を深め」3）という風にその意味する内容は「体験を深
める」ことに変更されている。「楽しさを味わう」ことと
「体験を深める」ことでは示している到達度はもちろんの
こと，その意味する内容自体が明らかに異なっている。
第 5 . 6学年の「造形的な見方や感じ方を深め」4）は，「深
める」という言葉では同じであるが，その前半部分の「体
験」（第 3 . 4学年）と「見方や感じ方」（第 5 . 6学年）で
は内容は全く異なる。それら以外にも文末表現など異な
る部分が散見される。
　H10版はH元版の内容をかなり簡略化した印象がある。
ここでは第 1 . 2学年の「自分の表現方法でつくりだす喜
びを味わうようにする」5）が，第 3 . 4学年では「進んで
表現する態度を育てるようにする」6）となり，第 5 . 6学
年の「創造的に表現する態度を育てるようにする」7）へ
変化する。第 3 . 4学年と第 5 . 6学年との間には共通な「態
度を育てる」という文言があり，その前にそれぞれの発
達段階に対応した「進んで」「創造的に」が置かれている。
しかし，第 1 . 2学年とは教師が子どもに対して「～よう
にする。」という視点では同じであるが，内容的にはかな
り異なっている。またH10版は構造化と呼べるものでは
なく，文の前半部分に目標を付け足していく方式をとっ
ている。「～ようにする」の前に技能や発想といった能力
や，興味や関心，意欲を足していくことにより，各学年
の目標が高度になっていっていることが分かる。
　それらと比較し，H20版はさらに簡潔・明瞭な表現に
なり，各文節の役割が構造化されていることが分かる。

【表 1 】　＜平成29年度学習指導要領に示された授業時数＞（ 　）内は平成20年度版，< 　>内は平成10年度版の時数

【表 2 】　平成元～20年版までの学年別目標（関心・意欲・
態度）の比較（筆者下線部）
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き上がる結果となっている。

3．近年の学習指導要領図画工作科における内容の記載
について

　目標において構造化されたものが，内容の記載でも同
様の考え方で行なわれている。例として，H10版とH20版
の造形遊びの活動に関して指導する内容の記述を以下の
【表 4】に示す。（筆者抜粋）13）

　この例で比較できるように，H10版からH20版へは，
その記載内容，記述方法への考え方の変化が大きいこ
とが分かる。H20版では，各文節が態度やその難易度を
示しており，3段階での変化が規則的である。一方H元，
H10版では，各学年の文章はそれぞれの学年に応じて重
要であろうことは容易に推察される目標ではあるが，各
文節に一貫性はわずかしかなく，文末表現も統一されて
いないと同時に難易度，抽象度についても分かりにくい。
　この比較で明確にしたいことは，記述された文言の構
造化は，それが表現する目標の構造化に繋がるという点
である。文字で示された目標が小学校 6年間を俯瞰した
際に，それぞれの発達や求められる資質・能力を分かり
やすく表現することの重要性である。学習指導要領は法
的拘束力をもったガイドラインという性格を持つもので
あればこそ，それは明確な方針や共通理解可能なものが
必要となる。H20版における文言の構造化は，図画工作
科における目標について共通理解を容易にする構造化で
あり，構造化されたことにより文章の曖昧さが払拭され
たと言っても良い。
　H20版の目標に示された構造は，それ以前の目標と大
きく異なるが，「関心・意欲・態度」の目標だけで無く，
目標全体に，内容，文節，文末表現での構造化が見られる。
【表 3】参照12）

　文章として構造化された目標ではあるが，「造形への
関心や意欲，態度に関する目標」では，「態度を育てる」
項目で「進んで」と「創造的に」という 2つの言葉で表
現されている。この 2つの言葉の意味，ニュアンスの理
解は，記載方法が簡略化されたことにより，逆に文章か
ら読み取れない可能性も高まったと言える。それ以前の
H元，H10年の目標が分かりやすい表現になっていたか
というと必ずしもそうとは言えないが，構造化されたこ
とにより，目標の共通部分と異なる部分が明確となると
ともに，異なる部分の示す言葉の指す意味の曖昧さが浮

【表 3 】　平成20年度学習指導要領に示された図画工作科の目標の構造

【表 4 】　平成10,20年版の学年別内容（造形遊び）の比較
　　　　（筆者下線部）
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一つの項目に多様な情報を詰めこんでいるかが分かる。
材料はどのようなものか，何から発想するのか，どのよ
うな活動をするのかが一つの項目におさまることによっ
て分かりやすい部分もあれば，抽象的な用語でまとめら
れてしまっている部分もある。分かりやすい部分として
はH10版では第 1 . 2学年の「土，木，紙など扱いやすい
材料を使い，それらを～」17）は，H20版よりも具体的で
この文章だけで理解が可能になる。逆にH10版の第 5 . 6

学年では「よさや美しさ」18）「想像力や創造的な技能な
どを総合的に働かせ」19）といった語句が使用されている。
何が「よさや美しさ」で，「創造的な技能」とはどのよ
うなもので，それを「総合的に働かせ」るとはどういう
ことなのかが，一般の小学校教員に容易に理解できると
は考えられない。
　学習指導要領のこうした記載について，H20版の全て
の内容について構造化を示したものが【表 5】20）である。

　H20版の内容では，新たに「内容の取り扱い」という
項目を設定し，各学年での「材料や用具」についての記
述をまとめたため，各学年の内容からそれらのことが削
除されることにより，一層構造化が明確になったと考え
る。
　それによりH20版は「ア，イ，ウ」の記載内容が明確
化し，シンプルな表記になっている。また，アの項目で
は，「～を基に」+「～つくること」14）で文章が構成さ
れており，第 1 . 2学年と第 3 . 4学年では「身近な」が
共通し，第 3 . 4学年と第 5 . 6学年では「材料と場所」15）

が共通している。こうした共通部分を【表 4】の中に筆
者下線で示した。この共通部分は単に同じと言うだけで
はなく，それぞれに発達段階を踏まえた難易度が示され
ている。先述の「材料と場所」は第 5 . 6学年では「材料
と場所などの特徴」16）と着目すべき点を特記してある。
　こうしてH10版とH20版を並記すると如何にH10年版が

【表 5 】　平成20年度 学習指導要領に示された図画工作科の内容
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5．新学習指導要領における図画工作科の目標と内容の
記載について

　前節まではH10版とH20版の比較を中心に検討してき
たが，本節では新たに告示されたH29版の目標と内容に
ついて構造化を視点に検討する。教科の目標が次のよう
な記載になった。21）

　表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方
を働かせ，生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる
資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（1） 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感

覚や行為を通して理解するとともに，材料や用具を
使い，表し方などを工夫して，創造的につくったり
表したりすることができるようにする。

（2） 造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方など
について考え，創造的に発想や構想をしたり，作品
などに対する自分の見方や感じ方を深めたりするこ
とができるようにする。

（3） つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽
しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い，豊
かな情操を培う。

　これまでの一文での表記ではなく，前文と 3つの「知
識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向か
う力・人間性等」に関する目標が列記されるようになっ
た。これは図画工作科だけでなく，全ての教科がこのよ
うな表記法へ変わった。他教科の記載方法との違いが統
一されたことは，カリキュラムユーザーとしての教員に
とっては有意義であろう。
　そこで，これまでの方法と同様に新しい学習指導要領
の目標と内容をそれぞれ「構造化」という考えをもとに
【表 6】22）と【表 7】23）に表してみた。
　【表 6】では目標に見られる構造を表したが，文言の
共通部分がH20版よりもさらに多く見られ，それぞれの
学年段階で求められる資質・能力や到達度の違いが明ら
かになった。より一層構造化が進んだといっても良いで
あろう。そして目標の中から「造形への関心や意欲」と
いう文言が無くなった。目標に使用される文言自体は，
H20版と大きく変化はないことから，「造形への関心や意
欲」は「態度」に内包される概念であることを表している。
　【表 7】では内容を表したが，H20年度との大きな違い
は，活動内容（造形遊び，絵や立体，工作に表す活動，
鑑賞）ごとに提示されていた内容が，指導する事項ごと
に活動内容が提示されるという逆転が起こっていること
である。これまでは各活動内容で記載されていた指導す
る事項が，「発想や構想に関する事項」については「造
形遊びをする活動」と「絵や立体 工作に表す活動」の
それぞれにおいて具体的に記載されることにより，「発
想」とは「どのようなものから思いつく」活動であり，「構
想」とは「どのような観点を考えながら，どのように表
すかを考える」活動であるのかが明確となった。今後学
習指導要領の解説が公表されることにより，より具体的
な「身近な材料や場所」「空間」とはどのようなもので
あるのかが指示されることになるであろう。

4．学習指導要領における図画工作科の構造化に対する
メリットとデメリットについて

　構造化の分類に用いたキーワードは筆者によるもので
あるが，前述の例にもあった表記の構造化が明確に示さ
れていると同時に，本指導要領の作成にあたっては，そ
うした構造化が偶然ではなく，意図的に行われていると
推察する。指導要領の記載内容・方法が簡潔になること
によって，一般のユーザー（教諭）が理解しやすくなっ
ているからである。現職教員から「図画工作科という教
科はどう指導して良いのか分からない，難しい」という
質問や感想を聞かされることが多い筆者にとって実際の
授業の難しさとともに，学習指導要領に図画工作科では
何を学習させるべきかということを具体的に記載してい
ないことが原因ではないかと考える。教育現場には図画
工作科を得意とした，あるいは小学校時代に好きだった，
あるいは得意だった教員がいるであろうが，図画工作科
や美術科を専門とする教員は圧倒的に少ない。そのこと
は，小学校教員養成を行う大学，学部における美術系専
攻の入学定員を見ることによって判断できる。現在では
ほとんどの大学，学部で一桁から10数名というレベルで
ある。またそのほとんどが中等系の美術科教員を目指し
ている者が多く，教育現場に対して，図画工作科に関し
て造詣の深い教員を大学が供給できていない現状があ
る。必然的に教育現場には図画工作科に対する指導に困
惑する教師が増加することになる。
　こうした現状の中，これまでの構造化を視点とした作
表による分析のもと，筆者はH20版では学習指導要領作
成者サイドが，一般の小学校教員に分かりやすい学習指
導要領を作成したいという思いが詰め込まれている印象
を強く持っている。小学校教員のほとんどが学級担任制
であることから，小学校教員は図画工作科の学習指導要
領解説だけを読むのではなく，全教科の学習指導要領解
説や教科書の指導書を読むことになる。当然，他教科と
同じようなコンセプトで記載されている方が容易に理解
しやすい。これは学習指導要領という性格から考えると
大きなメリットである。H10版までの，どちらかという
と美術に対する思い入れの強いカリキュラムメーカーの
視点で作成されたものから，図画工作科という教科のカ
リキュラムユーザーのために構造化という簡潔で明確な
カリキュラムづくりが行われたのではないだろうかと考
える。
　一方，H10版以前の学習指導要領に記載された目標，
内容は曖昧な表現であるからこそ，多様な解釈が可能で
あり，図画工作科の豊かな授業展開ができるというメリ
ットがあったとも考えられる。多様な読み取りが可能だ
ったことにより教員への自由裁量や特徴ある教材の開発
などが可能であった。H20版は簡略化，構造化されたこ
とにより，ある意味平易な文章表現になったことから，
その行間に含意されたものが抜けてしまったというデメ
リットを感じる場合もあるかもしれない。
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【表 6 】　平成29年度学習指導要領に示された図画工作科の各学年の目標の構造

【表 7 】　平成29年度学習指導要領に示された図画工作科の内容
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Ⅲ．今後の図画工作科教育の方向

1．新学習指導要領について

　平成29年 3月に告示された新しい学習指導要領におい
て「主体的・対話的で深い学び」が注目されている。こ
れまで知識注入・偏重主義の学習からの脱却を目指して
進んできた学習指導要領の改訂が，今回の改訂において
アクティブラーニングを基本とする子どもの学ぶ姿を重
視するものへと転換するものである。
　今回の学習指導要領改訂作業中には文部科学省から
【図 1】24）のような「学習指導要領等の構造化のイメー
ジ（仮案・調整中）」の「ポンチ絵」が多数公開された。
こうしたポンチ絵が示すようにH29版が構造化された学
習指導要領であることを表している。ここで示された構
造化は本論文の定義する文言としての構造化とは異なる
が，両者ともカリキュラムユーザーとしての教員が理解
しやすいように工夫されたものであることが重要である。
　同様に学習指導要領の構造化として示されているもの
として，学力の 3要素をもとに育成すべき資質・能力（ 3

つの柱）が次のように示されている。
◯ 個別の知識や技能（何を知っているか，何ができるか）
◯ 教科等の本質に根ざした見方や考え方等（知ってい
ること・できることをどう使うか）

◯ 情意，態度等に関わるもの（どのように社会・世界
と関わりよりよい人生を送るか）

　これまでの学習指導要領に比べて，【図 1】に示され
るような詳細な構造化による説明がなされている。
　今回の改訂では，新しく「英語科」が小学校 5 . 6年生
に新設され，3 . 4年生に「外国語活動の時間」が移行し，
さらには「道徳」が教科に準じるものとなる。学校教育
全体がこれまでにない質的な変革を求められている。

2．図画工作科の新しい方向性

　H29版における「図画工作科」の授業時数は現状維持
であるが，次期の学習指導要領改訂の時期に，削減，あ
るいは廃止ということになってもおかしくないと筆者は
考えている。既に1990年代のバブル期には学校教育のス
リム化を提唱する経済同友会からの『学校から「合校」へ』
25）の中で，図工，美術，音楽は「自由教室」として「学
校（基礎・基本教室）」から除外され，はじき出されていた。
経済的な状況が現在とは全く異なるが，図画工作科，美
術科が社会的に「芸能教科」「実技教科」という扱いを
受けていることについては20数年前と変化がない。それ
は社会的な認識のみならず，教育現場の教員における認
識も同様であり，また変化しているとも思えない。一般
的には「芸術は子どもの心を豊かにする」「子どもの心
を自由に解放するためには図工，美術は大切」といった
無根拠な言説によって説明されることが多い。
　図画工作科教育に関しても，学校教育の中で本当に必
要なのかという問題について，エビデンスベースの現在
の教育改革の中において，そうした言説は陳腐でしかな
く，そうした言葉でしか教科のレゾンデートルを確立で
きない事は大きな問題である。一方では美術教育に関す
る学会，研究会活動は拡大し，多様な研究が行われてお
り，美術教育研究はその裾野を広げている。こうした認
識の停滞と研究レベルでの拡大は，その中心の空洞化を
招きかねない状況にある。つまり理念と現実の乖離であ
り，専門家（美術教育関係者）と当事者（教育の受容者）
の意識の乖離である。
　これまで新学習指導要領の内容を検討する中で，シン
プルに構造化され，新しい教育課題（アクティブラーニ
ングやICTの活用，言語活動のさらなる充実といった要
素）が加味され，新しい時代への対応が随所に見られる

【図 1 】　学習指導要領等の構造化のイメージ（仮案）
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ものとなっている。では，今後の図画工作科教育はどの
ように変化していくのであろうか，という問いに対して，
筆者は「図工の学習」を体系づけることを提案したい。
　筆者は前章において「学習指導要領に何を学習させる
べきかということを具体的に記載していない」という考
え方を示した。それは「図工を学習させる」という考え
方を持つことを嫌い，「図工は自由に自己表現活動しな
がらそれぞれが学び成長する」という考え方が流布し，
根強く信じる傾向があるからである。図画工作科はこれ
まで，その特殊性を楯に様々な問題に対抗してきた。「図
工は他の教科とは異なるから」「図工は心の教育，感性
に関わる教育だから」といった図画工作科・美術科の関
係者（研究者や専科教員）がよく使用しがちなフレーズ
が有効性を発揮してきた。しかし，現状では，それが図
画工作科教育の不透明性，難解さを助長してはいないだ
ろうかと筆者は考える。学校現場では「図工は自由に表
現するものだから」といって指導を放棄している実態は
ないだろうか。それは100年以上前の新教育運動，児童
中心主義が陥ったものと相似形ではないだろうか。デュ
ーイは決して児童中心主義を唱えたわけではなく，学習
へのスタートを児童の興味関心からスタートするものへ
と改革し，児童の学びを計画的に準備していた。現在ア
クティブラーニングの導入が唱えられる中，様々な実践
事例が紹介されつつある。図画工作科・美術科は表面上，
活動的に学習する形態を取っている。しかしながら，図
画工作科・美術科の授業がアクティブラーニングとして
成立しているかは疑問である。筆者は「図画工作科は児
童の明確な表現への動機付けをもととした自己探求とし
てのアクティブラーニングである」と考えている。しか
しそれを実現するためには「自由に表現する」では成立

しない現状がある。そのためにも，図画工作科にカリキ
ュラムとしてのスコープとシークエンスを今後明確にし
ていく必要性を実感している。造形表現において自己表
現をするために必要な技能や技術，思考方法と造形作品
を鑑賞する方法論を順序立てて修得していく学習が求め
られている。
　平成28年 8月26日に出された教育課程企画特別部会の
「論点整理」における「各学校段階，各教科等における
改訂の具体的な方向性」においても「次期改訂に向けて
は，幼児期に育まれた豊かな感性と表現等の基礎の上に，
小・中・高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力を，
三つの柱に沿って明確化し，各学校段階を通じて，育成
すべき資質・能力の相互の関連や学習内容との関係を一
層明確にした主体的で創造的な学習活動，生活や社会の
中の造形や美術の働きや美術文化に関する学習活動の充
実を図り，豊かな情操を養っていくことが求められる」
26）と記載されている。ここに記載されている「学習内容」
「学習活動」の「学習」という言葉の意味が，他教科と
は異なる「学習」であるという「図画工作科・美術科は
特別」を唱えるのか，他の教科と同様に学力の 3要素を
そなえた一般的な「学習」と同様と考えるのかによって，
今後の図画工作科の生き残りが懸かっていると言える。
また【図 2】27）に示される「学習過程のイメージ」は学
習指導要領の要素を図式化し，カリキュラムユーザーで
ある教員に理解を促すものになっている。H29版がユー
ザー目線で作成されているからこそ，新しい時代の図画
工作科が模索できる基盤が整備されていると言える。こ
れまでの図画工作科のイメージから一新して，構造化さ
れた新たな学習指導要領のもと，図画工作科の学習を構
築することが今後の課題である。

【図 2 】　図画工作科，美術科，芸術科（美術，工芸）における学習過程のイメージ（その 1）
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1）文部省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成元年 3月pp.86-90, 文部省『小学校学習指導要領』
「第 7節 図画工作科」平成10年12月pp.72-74,文部科
学省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成20年 3月pp.83-85から抜粋して筆者が作成

2）文部省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成元年 3月p.86

3）同上，p.88

4）同上，p.90

5） 文部省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成10年12月p.72

6） 同上，p.73

7） 同上，p.74

8）文部科学省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工
作科」平成20年 3月pp.83-84

9） 同上，p.85

10） 同上，p.83

11） 同上，pp.84-85

12） 川路澄人「第 3章 図画工作科の性格および目標」『小
学校図画工作科の指導』新井・天形・山口編著 建
帛社　平成22年 6月p.34

13） 文部省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成10年12月と文部科学省『小学校学習指導要領』
「第 7節 図画工作科」平成20年 3月から抜粋して筆
者が作成

14） 文部科学省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工
作科」平成20年 3月pp.83-85

15）同上，p.84

16）同上，p.85

17） 文部省『小学校学習指導要領』「第 7節 図画工作科」
平成10年12月p.72

18）同上，p.74

19） 同上，p.74

20）川路前掲書「第 4章 図画工作科の内容」pp.39-40の
内容を部分的に修正

21）文部科学省『小学校学習指導要領』「第 7節図画工
作科」「第 1  目標」平成29年 3月p.110

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/

educat ion/micro_deta i l/__ icsFi les/af ie ldf i

le/2017/05/12/1384661_4_2.pdf

22） 同上，「第 2　各学年の目標と内容」pp.110-113から
抜粋して筆者が作成

23）同上，「第 2　各学年の目標と内容」pp.110-114から
抜粋して筆者が作成

24）文部科学省　「学習指導要領等の構造化のイメージ
（仮案・調整中）」
ht tp : / /www.mext . go . j p/b_menu/sh ing i /

chukyo/chukyo3/065/siryo/__icsFiles/afieldfi

le/2016/04/04/1369020-16.pdf

25） 「学校から『合校』へ　－学校も家庭も地域も自ら
の役割と責任を自覚し，知恵と力を出し合い，新し
い学び育つ場をつくろう－」平成 7年 4月　社団法
人　経済同友会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/shingikai/

kyoikukaikaku/pdf/160830s09.pdf

26） 文部科学省「各学校段階，各教科等における改訂の
具体的な方向性 ⑧図画工作，美術，芸術（美術，
工芸）」『教育課程企画特別部会　論点整理』平成28

年 8月26日pp.39-40

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/

toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/12/11/1361110.pdf

27）文部科学省「⑻図画工作，美術，芸術（美術，工芸）」
『次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のま
とめ（第 2部）（図画工作，美術，芸術（美術，工芸），
芸術（書道），家庭，技術・家庭，体育，保健体育，
外国語）』平成28年 8月26日p.217

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/

toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/09/09/1377021_1_5.

pdf

※本論文は平成22年段階で執筆した『小学校図画工作科
の指導』（建帛社）において作成した学習指導要領の
文言を整理した表をもとに，「構造化」という概念を
用いて，執筆したものである。

31川路澄人


